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お知らせ

◆市役所相談会場で確定申告の受付・相談ができないもの

◆市役所相談会場を利用するにあたってのお願い

確定申告の相談と受付
●市職員による相談と申告の受付

●税理士による相談と申告の受付

　市役所の相談会場では下の申告の受付はできません。洲本税務署の確定申告会場（淡路文化史料
館）までお願いします。※ 11 頁上段を参照

※消費税、相続税、贈与税、土地・建物・株式等の譲渡所得等の相談は行っておりません。
※市役所申告会場に税理士が同席して申告受付を行いますが、税務署員による受付をご希望の人は
　淡路文化史料館（税務署相談会場）で申告してください。

　毎年、申告受付会場は大変混雑しています。以下の点について皆さまのご協力をお願いします。

● 【医療費控除】「4 確定申告に必要なもの」をご確認いただき、計算などを事前に済ませてから来

　場してください。整理、計算するときは❶医療を受けた人別❷病院・薬局別に分類してください。

● 事業（営業・農業など）所得がある人は、年間の収入や必要経費などを整理し、収支内訳書に記入

　してください。

● 畜産農家の人は、平成 29 年中の飼育牛（子牛も含む）の生年月、異動状況を整理してください。

※いずれも整理されていない場合は申告の受付ができないことがあります

青色（確定）申告、土地建物等を売却された場合の譲渡所得、株式の譲渡所得、
株式の配当（申告分離課税を選択した場合）、先物取引、消費税、贈与税、相続税等

場所 市役所第２別館３階多目的ホール 沼島出張所

相談日
２月 16 日（金）～３月 15 日（木）
※土・日曜を除く。
※２月 18 日（日）、25 日（日）のみ受付

２月 20 日（火）

相談時間 午前９時～正午、午後１時～４時
午前 10 時～正午
午後１時～３時

場所 市役所第２別館３階多目的ホール

相談日 ２月 16 日（金）、19 日（月）、20 日（火）、23 日（金）、
26 日（月）、27 日（火）

相談時間 午前９時～正午、午後１時～４時

三原川

淡路島牛乳
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確定申告お知
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松井開発運輸株式会社
「安心・安全・信頼」の解体工事はお任せください！！

南あわじ市湊１３５４　ＴＥＬ 0799-36-5078

お気軽に
ご相談を…
※お見積もりは無料です

検 索

～  新しい夢の『はじまり』を創るために  ～

案内
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洲本税務署申告相談会場のご案内
問洲本税務署☎ 24-1212
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平成 31 年から
収入保険制度スタート

障害者控除対象者
認定書の交付

問農林振興課農業共済係☎ 42-6210問長寿福祉課☎ 43-5217
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